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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月15日(2016.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　アカシアガム（またはアラビアガム）は、およそ２４０，０００～５８０，０００の分
子量を有する、糖とヘミセルロースの複雑な緩い凝集体である。凝集体は、本質的にアラ
ビン酸核からなり、これに糖であるアラビノース、ガラクトースおよびラムノースと共に
カルシウム、マグネシウムおよびカリウムが結合している。アカシアガムは、主に、懸濁
化剤および乳化剤として経口および局所医薬製剤において使用される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　あるいは、本発明の顆粒組成物に使用される結晶セルロースの濃度は、０．０％ w/w～
８６．９％ w/wの範囲であってもよく、好ましくは０．０％ w/w～８４．７％ w/w、より
好ましくは０．０％ w/w～６０％ w/w、最も好ましくは０．０％ w/w～３０％ w/w、最も
好ましくは２．０％ w/w～３０％ w/wであり、該パーセンテージは、（乾燥）顆粒剤の量
に対して算出される。しかしながら、顆粒剤における結晶セルロースの濃度範囲は、本発
明の顆粒剤がさらなる添加剤を含有し得るため、正確に定義することはできない。
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　糖が使用される場合でも、同じことが当てはまる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
（例２）
　撹拌造粒機（ＶＧ－１）内で、フィダキソマイシンを、様々な量のキサンタンガム（Ｘ
ａｎｔｕｒａｌ（登録商標））および他の添加剤（すなわち、結晶セルロース（Ｃｅｏｌ
ｕｓ（登録商標）ＰＨ－１０１）、部分アルファ化デンプン（ＳＴＡＲＣＨ　１５００Ｇ
）、デンプングリコール酸ナトリウム（Ｐｒｉｍｏｊｅｌ（登録商標）））と、表３ａに
示されるような量で混合した。表３ａに示されるような量の水を混合品に添加し、均一に
分布させて湿潤顆粒を形成した。その後、２０メッシュの篩を通して顆粒を篩い分けし、
流動層乾燥機／トレイ乾燥機内で７０℃の入口温度で１０～２０分間乾燥させ、再び篩い
分けし１８メッシュの篩に通した。
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